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序     文 
 

独立行政法人国際協力機構は、ベトナム社会主義共和国政府から日本政府に対して提出された

要請に基づき、同国商工省競争庁の競争法改正及び施行能力強化支援に係る情報を収集し、同国

政府と協議を行うため、2012年5月6日から5月19日まで、調査団を現地に派遣しました。 

調査団は、同国政府関係者らと協議を行い、また競争法に係る現状調査を行いました。帰国後

に資料を取りまとめ、ここに本報告書完成の運びとなりました。この報告書が、今後の本プロジェ

クトの立ち上げ推進にあたり、関係者の参考資料として活用されれば幸いです。 

終わりに、調査にご協力とご支援を頂いた関係各位に対し、心より感謝申し上げます。 

 

平成24年6月 

 

独立行政法人国際協力機構 
産業開発・公共政策部長 桑島 京子 
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第１章 調査団の派遣 
 

１－１ 調査の背景 

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」）政府は、1986年のドイモイ政策開始以降、市場

経済化に対応するため、法制度の整備を進めてきた。そのなかで、競争法が2004年に制定、2005

年7月に施行され、競争法を執行する機関として商工省の下にベトナム競争庁（Vietnam Competition 

Authority：VCA、当時は、Vietnam Competition Administration Department：VCAD）が設立された。

しかしながら、VCAは設立間もない組織であり、経験・ノウハウや人材・予算の不足等、多くの

課題を抱えていた。また、規制緩和が進められているとはいえ、依然として国営企業が中心のベ

トナムでは、競争の概念が根付いておらず、企業・国民の競争法に対する理解も低いレベルにと

どまっていた。 

このような状況の下、ベトナム政府の要請を受け、当初、2008年9月から2010年6月の予定で先

行案件の「競争法施行、競争政策実施キャパシティ強化プロジェクト」が実施され、VCAの審査

能力やアドボカシーの向上に所定の成果を収めた。しかし、市場経済化が急速に進展するなかで、

競争当局に求められる審査・執行能力等のレベルも高くなったため、プロジェクトによって生み

出されたモメンタムを維持・増大し、成果を十分に根付かせることを目的として、協力期間が2012

年6月まで2年間延長された。 

その後、ベトナムでは、2011年7月に新政権が発足したが、ズン首相は「平等な競争環境の構築」

を成長戦略の中の優先事項に掲げ、競争法・競争政策を重視していくことを明らかにしている。

さらに、ベトナムでは、新法の施行から原則5年後に当該法律に係る評価を行うが、競争法の改正

が今後の重要な課題と認識されており、リニエンシー・プログラムの導入やVCAとベトナム競争

評議会（Vietnam Competition Council：VCC）の統合等に向けた改正案作成のための準備作業が行

われている。競争法の改正が実施されれば、新たな審査活動上の課題も生じるため、更なる審査

能力の向上により、改正法の適切な執行を確保することが必要となる。加えて、改正法の内容を

周知し、特に地方レベルで、競争法の知識を普及することの必要性も認識されている。 

以上のような背景の下、ベトナム政府は、本案件「競争法改正、施行能力強化支援プロジェク

ト」を新たに要請し、わが国政府内での検討により、2012年7月から2016年6月までの予定で実施

採択となった。 

 

１－２ 調査の目的 

本調査では、現地調査を行って案件内容に関する情報収集や競争法をとりまく現状を整理する

とともに、プロジェクト実施の妥当性及び課題を確認し、協力内容と枠組みの詳細を協議した（そ

の際、先行案件の延長期間に関する簡易評価の結果を現地調査中に確認し、新規案件内容の検討

に活用した）。また、評価5項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から協

力内容を評価し、ベトナム政府とともにプロジェクトの詳細活動計画（Plan of Operation：PO）に

ついて協議・確認して、その合意内容を協議議事録（Minutes of Meetings：M/M）として取りまと

めて署名した。 
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１－３ 団員構成 

 氏 名 担当分野 所属先 

1 岩間 望 総  括 JICA 産業開発・公共政策部 行財政・金融課 企画役 

2 庄 智之 協力企画 JICA 産業開発・公共政策部 行財政・金融課 特別嘱託 

3 山下 博之 競争法・競争政策 公正取引委員会 事務総局 官房国際課 課長補佐 

4 遠藤 衛 評価分析 
ビコーズインスチチュート㈱ プロジェクト事業部 シニア

コンサルタント 

 

１－４ 調査日程 

No 日付 曜日 行程（評価分析） 
行程（総括、協力企画、競争法・

競争政策） 
宿泊先

1 5/6 日 
10:30 東京・成田発（VN311） 

14:15 ハノイ着 
 ハノイ

2 5/7 月 

AM JICAベトナム事務所・専門家

との打合せ 

PM VCA国際協力課へのヒアリン

グ 

 〃 

3 5/8 火 

AM VCA競争制限行為審査課への

ヒアリング 

PM VCA競争政策課へのヒアリン

グ 

 〃 

4 5/9 水 

AM VCA不公正競争行為審査課へ

のヒアリング 

PM VCA競争情報センターへのヒ

アリング 

 〃 

5 5/10 木 

AM Swiss State Secretariat for 

Economic Affairs（SECO）への

ヒアリング 

AM CUTS Internationalハノイ事務

所へのヒアリング 

 〃 

6 5/11 金 

AM 必要に応じて追加ヒアリング

PM 必要に応じて追加ヒアリン

グ、調査内容の整理・分析 

 〃 

7 5/12 土 書類整理  〃 

8 5/13 日 書類整理 
10:30 東京・成田発（VN311） 

14:15 ハノイ着 
〃 

9 5/14 月 

08:30 JICAベトナム事務所 

09:00 専門家との打合せ 

14:00 VCA表敬と協議（R/D案・PDM案・PO案、終了時評価報告書案

説明） 

〃 

10 5/15 火 

09:30 VCAへのヒアリング【法改正】（法改正タスクフォース） 

14:00 VCAへのヒアリング【審査活動】（競争制限行為審査課、不公正

競争行為審査課、審査官研修センター） 

〃 
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11 5/16 水 

09:30 VCAへのヒアリング【競争アドボカシー】（国際協力課、競争政

策課、競争情報センター） 

14:00 在ベトナム日本大使館報告 

15:30 日系企業（野村国際ハノイ駐在員事務所）へのヒアリング 

PM M/M案（R/D案・PDM案・PO案）及び終了時評価報告書最終案

作成 

〃 

12 5/17 木 

00:20 ハノイ発（VN310） 

07:35 東京・成田着（山下） 

10:30 M/M案及び終了時評価報告書最終案に係るVCAとの協議 

11:30 VCAとM/M及び終了時評価報告書署名 

PM 書類整理・報告書準備 

〃 

13 5/18 金 
AM 書類整理・報告書準備 

14:00 JETRO訪問 
〃 

14 5/19 土 
00:20 ハノイ発（VN310） 

07:35 東京・成田着（岩間、庄、遠藤） 
 

R/D：Record of Discussions（討議議事録）、PDM：Project Design Matrix（プロジェクト･デザイン･マトリックス）、JETRO：Japan 

External Trade Organization（日本貿易振興機構） 

 

１－５ 調査方針 

（1）既に得られている情報に基づいて現地調査を行い、ベトナムから要請されている案件の内

容や背景、課題、将来計画、他国からの支援状況などを確認する。 

 

（2）想定されるプロジェクトの枠組み（目標、成果、活動、投入、実施体制等）について、下

記の点を考慮しつつ、R/D案・PDM案・PO案を基に協議し、合意する。 

・市場経済化と外国直接投資（Foreign Direct Investment：FDI）の急速な進展に伴い、ベトナ

ム競争法を世界標準に近づける法改正に係る支援を実施する意義は大きいと考えられるが、

具体的にどのように法改正のプロセスにかかわっていくのかを明確にしたうえで、プロジ

ェクトの枠組みを構築する。 

・先行プロジェクト同様、本プロジェクトでも、VCAの審査機能の向上とアドボカシー活動

に取り組むことを想定しているが、法改正によって新たに生じる課題の部分と、先行プロ

ジェクトでの活動をより深化・拡大する部分とを明確に分けて、枠組みの検討を行う。 
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第２章 協議結果の概要 
 

２－１ 協議結果概要 

（1）VCAと協議した結果、以下のプロジェクトの協力枠組みにて合意することとなった。 

 
案件名 競争法改正、施行能力強化支援プロジェクト 

Project for the Improvement of Legal Framework for Competition Law and 
Policy 

相手国実施機関 商工省 競争庁 
Vietnam Competition Authority, Ministry of Industry and Trade 

協力期間 2012年7月～2016年6月（4年間） 
上位目標 ベトナムにおいて、公正な市場競争が創出される。 

 
指標： 
・競争法・競争政策の専門家によって包括的に第三者評価される、執

行活動の効果度合い及び処理された競争制限行為事件数等の活動

度合い 
プロジェクト目標 VCAの執行活動が効果的に実施される。 

 
指標： 

1. 競争制限行為事件の端緒処理件数、審査件数、決定件数 
2. 不公正競争行為事件の端緒処理件数、審査件数、決定件数 
3. 上記競争事件の違反者に課された課徴金額 
4. 経済集中に係る事前レビューの実施件数 

成 果 1. 競争法・競争政策を強化する内容の改正競争法及び下位法令草案が完
成する。 

2. VCAの審査能力が、改正競争法と下位法令を審査業務に効果的に取り
込むことができるレベルにまで、強化される。 

3. 競争法・競争政策に係る知識が、ベトナム全国において、戦略的に促
進・普及される。 

 
指標： 

1-1. プロジェクト・タスクフォース報告書の提言のうち、改正競争法
と下位法令の草案に反映された項目の数・割合 

1-2. 改正競争法及び下位法令の草案の完成 
1-3. 改正競争法及び下位法令案についてステークホルダーからコメ

ントを募るため、プロジェクトによって実施された会議・セミナ

ーの数及びセミナーに参加したステークホルダーの数 
 
2-1. 審査技術の向上のためにVCAの審査官にとって必要と判断され

たすべてのモジュール（VCA内での定例講義や本邦研修、現地セ
ミナーで行われる）のうち、新たに実施された研修モジュールの

数・割合 
2-2. 上記研修モジュールの受講者に実施する、学習度合いに係る自己

評価アンケート調査の結果 
 
3-1. 実施されたアドボカシー・セミナーの数及びセミナー参加者の数
3-2. 上記研修アドボカシー・セミナーの受講者に実施する、学習度合

いに係る自己評価アンケート調査の結果 
活 動 1-1. 現行競争法と下位法令を分析して、改正競争法と下位法令において

改善されるべき課題点について提言する。 
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1-2. 改正競争法及び下位法令の草案を、VCA内部で助言を与えつつ、作
成する。 

1-3. 会議・セミナー等の活動を以下の目的のために実施する。 
－改正競争法及び下位法令案の国会可決を円滑にする。 
－改正競争法及び下位法令案についてステークホルダーと議論し、

法案に対するコメントを募る。 
 
2-1. 競争法と下位法令の改正・施行に伴って新たに必要とされるものも

含めた審査知識と技術に係るニーズ分析を行い、VCAに必要とされ
る研修プログラムを策定する。 

2-2. 改正競争法と下位法令を実践するためにVCAに新たに必要とされ
るものも含めた審査に係るオンザジョブ・トレーニング（OJT）を
行い、審査技術を向上させる。 

2-3. VCA内での定例講義や本邦研修、現地セミナーを実施して、審査知
識と技術の向上を図る。 

 
3-1. 効果的なアドボカシーのための戦略と手法に関して、地方の省レベ

ルで必要とされるものと競争法と下位法令の改正・施行に伴って新

たに必要とされるものの双方について、検討・協議する。 
3-2. アドボカシー活動のためのワーキング・グループを組織して、上記

の戦略と手法に基づいてアドボカシー活動（セミナー、フォーラム、

リーフレット等）を実施する。 
投 入 日本側： 

・長期専門家 
・短期専門家（必要に応じて） 
・本邦研修受入れ（年2回程度） 
・在外事業強化費 
・機材供与（必要に応じて） 

 
ベトナム側： 
・カウンターパート配置 
・専門家の執務室の提供 
・VCA職員旅費 

前提条件・外部条件 事業実施のための前提条件： 
・政府が公正な競争の創出のため、競争政策に置いている高い優先順

位や競争法改正への努力に変化がない。 
 
プロジェクト目標達成のための外部条件： 
・執行活動のためにVCAに十分な予算と人員が配賦される。 
・VCAの独立性が維持される。 
・研修を受けたカウンターパートが離職しない。 

 
上位目標達成のための外部条件： 
・公正な市場競争の創出に向けた中長期的な政治的コミットメント及

び国民の支持が維持・強化される。 
実施体制 国内協力機関： 

・公正取引委員会 
 
現地実施体制： 
・プロジェクトディレクター、プロジェクトマネジャー、 テクニカ
ル・カウンターパート 
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（2）また協議を通じて合意した主な論点は以下のとおりである。 

1）M/M主要協議事項（Main Points Discussed）1 

＜VCAは、改正競争法及び下位法令案を国会の2014年第1会期（5月）へ提出し、両法案が

2015年の前半までに適用可能になることをめざす。＞ 

・競争法改正に関して、2013年に国会で審議入りする法案リストに盛り込むことができな

かったが、JICAとVCAは競争法改正の早期実現が重要との認識を共有しており、現実的

に最も早期の2014年5月の国会審議入りをめざす。 

 

2）M/M主要協議事項2 

＜VCAは、迅速な改正法案の国会可決と下位法令の政府承認を推進するための包括的な戦

略を策定し、活動1-3.に必要な投入を見極めるためにJICAと戦略を共有する。＞ 

・VCAは、改正競争法及び下位法令案が国会や政府内で審議される過程で、内容が改変さ

れたり、法改正プロセスに遅れが生じることを懸念している。その対策として、VCAは

事務局スタッフらを本邦研修に参加させることを望んでいるが、この点に関しては、改

正法案をステークホルダーに説明・説得する全体計画の中のひとつの活動と位置づけて、

状況を見極めつつ、その必要性・効果等を検討する。 

 

3）成果１ 

調査前：「競争法・競争政策の執行が強化されるよう、競争法と関連法令（guidance 

legislation）が改正・施行される」 

調査後：「競争法・競争政策を強化する内容の改正競争法及び下位法令草案が完成する」 

・上述のとおり、競争法の早期改正をめざすが、法案の改正時期及び審議内容は、究極的

にはプロジェクトのコントロールの及ばない領域である。したがって、法改正が不可抗

力によって遅延するリスクも考慮し、成果１を「競争法と関連法令が改正・施行される」

から「改正競争法及び下位法令草案が完成する」に改める。 

 

4）成果２ 

調査前：「改正法と施行政令（guidance legislation）を迅速、効果的に審査業務に取り込む

ことにより、VCAの審査能力が強化される」 

調査後：「VCAの審査能力が、改正競争法と下位法令を審査業務に効果的に取り込むこと

ができるレベルにまで、強化される。」 

・成果２についても、不可抗力により、競争法及び下位法令の改正・施行が遅延するリス

クを考慮して、改正法及び下位法令が実際に審査業務に取り込まれるところまでは盛り

込まない一方、「VCAの審査能力が、改正競争法と下位法令を審査業務に効果的に取り込

むことができるレベルにまで、強化される」と実を確保し得る内容に改める。 

 

5）成果３ 

調査前：「改正された競争法と競争政策に係る知識が、ベトナム全国において、促進・普

及される」 

調査後：「競争法・競争政策に係る知識が、ベトナム全国において、戦略的に促進・普及
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される」 

・「改正された」を削除し、法改正の有無にかかわらず、地方の省レベルへの展開を含む形

でアドボカシーを行うべきことを明示する。また、VCAがアドボカシーの活動全般につ

いて、対象別・行為類型別に有効な手法・戦略を検討し、自立的に活動を展開するため

の計画を策定していくことについて双方が合意した。この点を明確にするため、「戦略的

に」を挿入する。 

 

6）活動1-3 

調査前：「改正競争法及び下位法令案についてステークホルダーと議論し、法案に対する

コメントを募ることを目的として、会議・セミナーを実施する」 

調査後：「会議・セミナー等の活動を以下の目的のために実施する。 

－改正競争法及び下位法令案の国会可決を円滑にする。 

－改正競争法及び下位法令案についてステークホルダーと議論し、法案に対す

るコメントを募る」 

・法改正を支援するため、会議・セミナー等を実施して改正法案をステークホルダーに説

明・説得するが、上記（2）の2）のとおり、状況に応じて、事務局スタッフらを本邦研

修に参加させることを検討することをJICAとVCAの双方で合意した。この点を明示的に

示すため、「会議・セミナー」から「会議・セミナー等の活動」と改めて、活動1-3の目的

に、「改正競争法及び下位法令案の国会可決を円滑にする」を加える。 

 

7）活動2-1 

調査前：「競争法と下位法令の改正・施行に伴って新たに必要とされる審査知識と技術に

係るニーズの分析を行う」 

調査後：「競争法と下位法令の改正・施行に伴って新たに必要とされるものも含めた審査

知識と技術に係るニーズ分析を行い、VCAに必要とされる研修プログラムを策

定する」 

・審査知識と技術の向上に関しては、法改正によって新たに必要になる部分と改正の有無

にかかわらず必要な部分がある。したがって、ニーズ分析についても「新たに必要とさ

れるものも含めた」と表現を改める。また、研修に関しては、カリキュラムの標準化・

自立的な研修運営をめざして、まずVCAで全体計画を策定していくことについてJICAと

VCAの双方で合意した。この点をPDMに反映させるため、「VCAに必要とされる研修プロ

グラムを策定する」を追加する。 

 

8）活動2-2 

調査前：「改正競争法と下位法令を実践するためにVCAに新たに必要とされる審査に係る

OJTを行い、審査技術を向上させる」 

調査後：「改正競争法と下位法令を実践するためにVCAに新たに必要とされるものも含め

た審査に係るOJTを行い、審査技術を向上させる」 

・審査に係るOJTについても、「新たに必要とされるものも含めた」と表現を改めて、法改

正によって新たに必要になる部分と改正の有無にかかわらず必要な部分があることを明
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確にする。 

 

9）その他 

・本邦研修については、従来の若手向け基礎研修だけでなく、審査スキルが高い者を対象

とした中堅レベル向け研修の実施も検討する（プロジェクト期間中に8回程度予定してい

る本邦研修のうち、3回程度を中堅レベル向け研修とする方向で吟味する）。研修期間は、

マネジャーレベルの者が参加できるよう、2週間程度が望ましい。人数については、VCA

以外にVCC事務局スタッフを1名程度含む、合計7～8名に増やす方向で検討する。 

 

２－２ 調査団所見 

（1）競争法改正 

本プロジェクトは、①競争法の改正支援、②審査能力の向上（現行プロジェクトによる成

果の更なる展開・自立発展性の確保/改正法に伴って必要となる能力の育成）、③アドボカシー

（省レベルへの展開/改正法の内容に係る周知）を3つの成果とし、競争法の効果的な執行をめ

ざすものである。いずれの活動においても、競争法改正を可能な限り早期に達成し、それに

合わせて活動の内容の調整を行うことが4年間の協力期間を最も効果的・効率的に活用するた

めにクリティカルであるとの考え方に立ち、協議においては、2013年5月の審議入り法案リス

ト入りは今からでは困難であること、またVCA長官としては慎重に事を進めたいという意向

を有していることを踏まえつつ、2014年5月の国会審議入りをめざすことをVCA長官と確認し

た（Main Points Discussedに記載）。 

同スケジュールを念頭に置き、成果１の法改正支援関連の活動については、現行法案の評

価・課題の洗い出し、法・下位法令の草案の作成、法改正に係る関係者の理解促進活動を活

動に置いたが、2014年5月の審議入りから2回の国会会期での審議、その後1年弱をかけての下

位法令に係る政府レベルでの検討・承認というベトナムの法制定手続きを踏まえると、法と

下位法令が揃い、法の適用ができる段階に至るのは最短でも2015年の7月と、プロジェクト期

間の後半に食い込むことが想定されることが判明した。 

法改正のプロセスにおいては、第1次草案の起草については現行プロジェクトで現行法の課

題についての評価書作成を完了しつつあることもあり、順調に進められるとの感触を得たが、

商工大臣から法務大臣への次期審議希望法案の提出と、法務省が取りまとめる法案リストの

政府検討を踏まえ、最終リストに残ったものについての起草指示が出され、起草委員会が編

成され、その実務作業をVCAが担うことになる。また、国会審議入りの3カ月前に国会の指定

された委員会メンバーと国会事務局スタッフによるタスクフォースが設置され、法案内容の

検討を行い委員会に報告する。また、総括的な下位法令は、法案とともに国会で審議される

ものの、その他の下位法令については法案の成立後、政府から作成指示が下り、首相府内に

別途タスクフォースが設置され、VCAからはメンバー1名、あとはその他の関係機関からのメ

ンバーとなるとのことで、VCAとしては、これら委員会・タスクフォースによる検討の過程

で、法案・下位法令案の内容がVCA案から懸け離れたものとなることを懸念している。この

ため、先方からは国会議員をはじめとするこれら委員会等のメンバーによる訪日視察を通じ、

競争法に係る認識を向上させて法案・下位法令の審議を円滑に進める一助としたいという要

望があった。 
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しかしながら、プロジェクトにおいては、関係機関からのコメント対応支援や、現地にお

ける説明のためのセミナー等の実施について支援することとしており、またVCAとしても法

案の審議入りスケジュールについては必ずしも保証できないとのスタンスにあるところ、

VCAとしての法案の審議入り及び成立に向けての全体戦略を示してもらうこととした、また、

国別研修スキームは実務レベルへの技術移転のためのツールであり、国会議員の視察への対

応は困難であることも説明したい。ついては、プロジェクト実施中に必要性・効果が明確に

なった段階で、国会事務局職員ら（非国会議員）から成る本邦研修（1週間程度）について検

討するとの整理とした（Main Points Discussedに記載。また、先方からは活動1-3を最終案の形

で記載したいという提案があり、これを了承）。なお、VCAは消費者保護法の成立経験に基づ

いて発言する傾向があり、今回は既にある法の改正であり必ずしもすべてのプロセス・イン

プットが同様に必要なのか判然としないところもあるため、合同調整委員会（ Joint 

Coordination Committee：JCC）等の場を活用し、法改正の進捗を共有し、必要に応じて当初戦

略の修正を図っていくことが求められる。 

また、法改正にあたり、VCAとしても政府・国会での対応につき、新設官庁として経験値

の低さや政府内の基盤が比較的脆弱であることから、プロセスを首尾よく進められるかにつ

いては、ややもすれば不安、といった面が垣間見られた。この点については、プロジェクト

で支援する説明やセミナー等のほか、大使館・日系企業等からのサポートも奏功する局面も

考えられるところ、今回の面談先からはご支援の声を頂戴したことを付記する。 

 

（2）審査能力の向上及びアドボカシー 

成果２の審査能力の向上、成果３のアドボカシーに係る活動については、プロジェクト冒

頭の段階で期間全体の計画案を作成し、法改正の進捗状況を踏まえてこれを見直すこととし

た。他方、VCAは若い組織であり現行プロジェクトで一定の基本は整ったものの経験・知見

の蓄積も浅く、また、競争法に関する一般の理解もまだまだこれからという状況であるとこ

ろ、両成果に係る実際の活動については法改正のタイミングにかかわらず、プロジェクト目

標の「効果的な執行」の確保に向けて、VCAが着実に強化されていくよう計画している。 

審査能力の向上については、VCAの階層別、専門に即した研修の全体計画（training program 

& curriculum）・モジュールを作成し、その後、実際の研修を実施しながら教材を作っていく

こととしている。研修計画の策定からOJTの形で実施することで、VCAが自ら計画策定を行い

得るよう意図しつつ、上記法改正のための起草やその他の活動を担当する法改正タスクフォ

ースのメンバーが審査官研修センター（CTI）の長も兼ねているところ、作業負担を考慮し、

また長期専門家の派遣期間も念頭に置いて、2013年の6月までに全体計画を作成し、法改正に

伴って必要となる研修モジュールについては最終的な法の内容がはっきりしてきた時点で見

直しをかけることとした。 

アドボカシーについても、これまでセミナーや啓発資料の作成等を行ってきているが、①

地方（省レベルへの展開）、②その対象を政府機関や企業の規模、業種等ターゲティングに応

じた手法・内容にするという戦略化、③法改正後の改正内容の周知、という3つの観点をよく

検討し、まずは計画を作成するところから始めることで合意した。また、政府機関へのアド

ボカシーについては法改正を円滑に進めるうえでも新たに対象に含めるべきであるとの認識

で一致した。 
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なお、先方からは、企業のコンプライアンスに係るアドボカシー、ビデオクリップ、イン

ターネットの活用、テレビ番組の制作について実施したいとの意見もあった。当方からは、

そもそも作成するコンテンツについては法改正を踏まえたものとする必要性がある旨を述べ、

すぐに陳腐化する内容では取り上げることが難しいと指摘したうえで、企業のコンプライア

ンスに係るアドボカシーについては上記②に含まれるという整理とした。他方、ビデオクリ

ップ、インターネットの活用、テレビ番組の制作については費用対効果が不明、長期専門家/

公正取引委員会としてもベトナムのオーディエンスに遡及力の高いコンテンツの開発につい

てはノウハウがない、テレビ番組等によりVCAの知名度が上がることと競争についての理解

が深まることは別、ベトナム国内のインターネットの普及は確かであるも、既に一定の関心

を有する層以外が能動的にcompetitionとして検索するようなことは考え難く、協議を通じ現状

ではVCAとしてもターゲットを絞り切れていないと見受けられるところ、本プロジェクトで

はポジティブとはいい難いという旨を述べた。VCAとしてもすべての活動をプロジェクトで

支弁してほしいということではないが、今後も要請としては出てくる可能性のあるところ、

上記考え方を踏まえ、対応していく必要性が高い。 

 

（3）その他 

新規プロジェクト終了時には通算8年の協力期間となることもあり、JICAの予算状況等によ

っては、VCAにはこのような長期専門家を伴うプロジェクトとしての協力は継続困難となる

可能性も否定しきれないところ、この4年間でできるだけの成果を達成することを目標に努力

してもらいたい旨を付言したところ、その点は理解しており、VCAとしてもいつまでも支援

に依存すべきではなく、現行プロジェクトの成果を基盤とし、最大限の努力を傾注するとの

発言があった。 
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第３章 ベトナム競争法・競争政策の現況 
 

３－１ ベトナムにおける競争法・競争政策の位置づけと競争法に係る法整備の推移 

３－１－１ ベトナム経済と産業の現状 

ベトナムは、1986年の「ドイモイ」政策採択後に経済開放路線を進めることとなった。1994

年には米国が対ベトナム禁輸措置を解除し、また2000年にベトナム政府は民間企業への規制を

大幅に緩和する企業法を施行させ、以後、輸出入やFDIが急速に増大するようになった1。その間

の経済拡大の急激な進展ぶりは、世界銀行（以下、世銀）のデータからうかがうことができる。

世銀のデータによれば、ベトナムは、1990年代の10年間で経済成長率が年率平均7.9％に達し、

2000年以降も引き続き年率平均7.5％2という、アジア地域でも屈指の高度経済成長を維持してき

た。 

ベトナムにおけるこの高度経済成長は、外需及び外資が牽引していることは次の指標から明

らかである。輸出額については、2000年以降の10年で約5倍、輸入額は約5.4倍に増加した。また、

FDIは、2000年からの10年で約5.8倍に増大した3。鉱工業生産に占める外資系企業の構成比は、

1996年の26.5％から2006年の44.2％に拡大しており、国営企業に代わり外資系企業がベトナムの

工業化を牽引していることが分かる4。更に貿易依存度を見てみれば、2007年の統計で、シンガ

ポールの349％、マレーシアの173％に次いで、ベトナムは154％を貿易に依存している。中国の

貿易依存度66％5や日本の同27％6と比較して、ベトナムは対外貿易に国内総生産（GDP）が大き

く依存していることを示しており、国際経済市場との安定した関係なしに今後のベトナムの経

済発展があり得ないことは明らかである。 

同時に、ベトナム国内経済の進展は、健全な民間企業と平等な経済市場の育成にかかってい

る側面も見逃すことはできない。市場経済化の流れを受けて、以前は国営企業の寡占状況にあ

った電気、通信、運輸といった公共サービスや、セメント、精糖、鉱業、金融、石油といった

基幹産業に対しても、国営企業改革が行われるようになった。2001年から2005年にかけて3,590

社の国営企業が構造改革の対象となり、そのうち2,347社が株式会社化されるとともに、2010年7

月1日以降、すべての国営企業は、株式会社か有限会社の形態で企業法に沿った事業運営を行う

改革が実施された。一方、ベトナム国内の金融機関による国営企業への貸付残高は年々減って

はいるものの、2011年の世銀報告書7では依然として全貸付額の27％を占めていると報告してい

る。特に、利益を出さない国営企業の返済滞りが懸念されており、国営企業の近代化と効率化

が喫緊の課題となっているとともに、健全な市場競争が阻害されないよう市場の一層の監視と

                             
1 クー・チー・ロイ「第1章 ベトナムにおける「ドイモイ」20年の経済社会の発展」、坂田正三編『2010年に向けたベトナムの

発展戦略─WTO 時代の新たな挑戦─』（2006、アジア経済研究所）p.7。 
2 世銀『International Development Association Program Document for a Proposed Credit in the Amount of SDR 94.6 Million （Us$150.0 

Million Equivalent）to the Socialist Republic of Vietnam for a tenth Poverty Reduction Support Credit』（2011, World Bank）巻末資料

「At a Glance」。 
3 同上。 
4 中央三井トラストホールディングス「調査報告 ベトナムの投資環境と今後の課題～経済圏内の連携を優先した早急なインフ

ラ整備が望まれる～」『調査レポート』（2009年、No.65、中央三井トラストホールディングス）、p.24。 
5 同上、p.23。 
6 経済産業省『通商白書2011』（2011年、経済産業省） 
7 World Bank, “Taking Stock, An Update on Vietnam’s Recent Economic Developments, Prepared by the World Bank, For the Annual 

Consultative Group Meeting for Vietnam,” （December 2011）. 
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競争法の更なる啓発活動が求められている。2005年に実施された競争法についての認知度調査8

では、ほとんどの企業が競争法の存在については知っているとの答えを示しているが、競争法

の内容まで適切な理解ができているかは疑問とみられている。国営企業からの転換が行われて

間もない多くのベトナム企業にとって、適正な経済基盤の整備としての関連法整備、とりわけ

競争法についての理解を促進することが重要となっている。 

 

３－１－２ 社会経済発展5カ年計画等における競争法・競争政策の位置づけ 

ベトナム政府は、このような国内経済の成長を持続的に維持するため、世界貿易機関（World 

Trade Organization：WTO）をはじめとした国際貿易や東南アジア諸国連合（Association of 

Southeast Asian Nations：ASEAN）等地域貿易の市場ルールへのコミットメントを強化すること

を重要な国家戦略としてきている。そのような方向性を明確にするために、社会経済発展5カ年

計画等の国家的に重要な各種文書において、国際市場ルールへのコミットメント強化と、それ

に伴う競争法・競争政策の促進について明確に示している。具体的には、ベトナム政府の「国

家社会経済開発計画（2006～2010）」の優先政策として8つ掲げられている「主要課題（main tasks）」

の3つ目にある、「国際経済への統一の加速」に、競争法の執行強化は明らかに含まれる。「国家

社会経済開発計画（2011～2015）」は今後中身が詰められていくものとみられるが、国際経済へ

の統一は、継続して重要な点として挙げられている。更に近年では、2011年7月31日に、ベトナ

ム政府ズン首相は、2011～2016年の社会経済開発実現のために3つの戦略のうちの1つを、公平

な競争環境の創出であることを明言し、ベトナム政府が競争法を重視していることを内外に表

明した。それに先立つ2011年1月には、第11回ベトナム共産党全国大会において採択された党決

議において、2010～2020年の開発方針では健全な競争環境と競争法の効果的執行を4つの柱の1

つとして認定した。 

ベトナム政府によるこのような政策形成への道のりをたどってみると、まず1994年6月にWTO

オブザーバーステータスを獲得し、1995年5月にはWTOへの正式加盟申請を提出した。また同年

7月には、ASEANへの正式加盟を果たした。一方、ベトナムに直接投資を行う先進工業諸国政府

を中心とし、ベトナムへの市場開放を求める圧力が徐々に高まった。その象徴的な出来事は、

2000年7月に米越通商協定が調印されたことである。この通商協定は、WTOルールの遵守をベー

スとし、広範な財・サービスの市場開放約束をも含む包括的な合意であり、ベトナム政府に対

する自由化要求のレベルが高く、ベトナム政府は対応に苦慮したものの9、外資の呼び込みには

大きな効果を発揮した。同時にベトナム政府は、2001年の第9回党大会で、ASEAN加盟・米越通

商協定締結に続く目標として、WTO加盟を具体的な目標として掲げた。さらに、同年11月には

「国際経済参入についての政治局決議7号」が採択され、WTO加盟交渉を推進する方針が明示さ

れた10。ところがそのようななか、2001年12月に中国のWTO加盟が実現すると、外国投資の多く

が中国に流れたため、ベトナム経済への影響が懸念された。それを受けて、2004年1月の第9期

第9回党中央委員会総会では、早期のWTO加盟、そして外国投資、特に「超国家企業」の誘致に

                             
8 Report on Results of the Research and Survey on Community’s Awareness Level about Competition Law, 2009, VCA 
9 藤田麻衣子「第4章 ベトナムのWTO加盟への歩み─交渉の経緯と課題への対応─」、坂田正三編『2010年に向けたベトナム

の発展戦略─WTO時代の新たな挑戦─』（2006年、アジア経済研究所）、p.80。 
10 同上、p.83。 
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向けた決意が表明され、WTO加盟に向けた作業が一層促進された11。 

他方、WTO加盟に向けて必要な国内法の整備について、ベトナム政府は大きなハンディを負

っていた。中国がWTOに承認されたときには、必要な国内法の整備はWTO加盟後に行えばよい

とする移行期間が認められたが、ベトナムの場合にはWTO加盟までにすべての法整備を完了す

ることが条件とされたため、その作業は極めて短時間の間に行わなければならなかったのであ

る。「2004年ごろから2006年までという短期間になされた膨大な法制度の整備や大幅な改革の進

展は、“WTO加盟交渉上の必要性”という理由付けなしには極めて難しかったであろう」12と言

われるほど、短期間に膨大な法整備が実施された。ベトナムにおける競争法は2004年に制定さ

れ、2005年7月1日に施行されており、上記のような緊急性のなかで策定されたものである。同

法や関連規則等の普及と実施が依然として不十分なことは改めて指摘するまでもない。このよ

うな困難なプロセスを経て、ベトナム政府が当初期待していた2005年中のWTO加盟はかなわな

かったものの13、すべての条件を満たすことができた後の2007年1月になってようやく加盟が認

められることとなった。 

以上のように、ベトナム共産党政治局決議から、社会経済発展5カ年計画等の国家的な重要文

書に、国際市場ルールへのコミットメントの強化が一貫して示されてきており、競争法をはじ

めとした市場環境の改善に向けた政府戦略が着々と実施されてきた。 

 

３－１－３ 法令・規則及びガイドラインの制定状況 

ベトナム競争法（Competition Law）は、2003年から商業省（当時）内に設置された競争管理

課において法案の起草作業が行われ、2004年11月9日に国会で採択され、2005年7月1日に施行さ

れた。 

また、本競争法の下位法令としては、以下のものがある。 

• Decree No. 05/2006/ND-CP dated 09/01/2006（競争評議会の設置） 

• Decree No. 06/2006/ND-CP dated 09/01/2006（競争管理当局（VCA）の設置） 

• Decree No. 116/2005/ND-CP dated 15/09/2005（政令：競争法の各条項の解釈） 

• Decree No. 120/2005/ND-CP dated 30/09/2005（政令：制裁金の賦課の実施細則） 

• Decree No. 110/2005/ND-CP dated 24/08/2005（マルチ商法） 

• Circular No. 19/2005/TT-BTM dated 08/11/2005（マルチ商法） 

 

３－１－４ 競争法の概要 

ベトナム競争法は、以下の6章123条から構成されている。 

第1章 総則（第1条～第7条） 

第2章 競争制限行為（第8条～第38条） 

第3章 不公正競争行為（第39条～第48条） 

第4章 競争管理当局及び競争評議会（第49条～第55条） 

第5章 審査及び違反事件処理（第56条～第121条） 

第6章 実施規定（第122条～第123条） 

                             
11 同上、p.83。 
12 同上、p.92。 
13 同上、p.84。 
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ベトナム競争法は、禁止行為を「競争制限行為」と「不公正競争行為」の2つに大別してお

り、さらに、「競争制限行為」は、「競争制限協定」、「市場支配的地位・独占的地位の乱用」、

「経済集中（企業結合）」の3つから構成されている。 

これらベトナム競争法の実体規定の概要は、次のとおりである。 

 

（1）競争制限協定 

競争制限協定に関して、現行の競争法においては、次の8つを違反行為類型として定めて

いる。①価格カルテル、②供給先・供給元の制限、③生産・販売数量の制限、④技術開発・

投資の制限、⑤抱き合わせ販売協定、⑥新規参入阻害の協定、⑦競争者排除の協定、⑧入

札談合。このうち、①～⑤の違反行為類型については、行為者の合算市場シェアが30％以

上であることが要件とされている。また、同じく①～⑤の違反行為類型については、「技術

の発達に資すること」等を要件に、適用除外の対象となり得る。ただし、この適用除外を

受けるためには、個々の事案ごとに、VCAに申請のうえ、商工大臣の決定を得る必要があ

る（注：2012年5月現在、競争制限協定に関し、適用除外の申請が行われ、適用除外が付与

された例はない）。 

 

（2）市場支配的地位・独占的地位の乱用 

市場支配的地位の乱用について、現行の競争法においては、「市場支配的地位」とは、次

のいずれかに該当する場合と定義されている。 

① 関連市場において1社で30％以上のシェアを有する場合 

② 競争を実質的に制限する能力を有する場合 

このうち、②の「競争を実質的に制限する能力を有する場合」については、ベトナム競

争法の各条項の解釈を定める政令2005年116号により、当該事業者または親会社の財務能力、

当該事業者の技術能力により判断されると規定されている。 

市場支配的地位の乱用に関する違反行為類型は、「市場支配的地位」を有する事業者が、

①原価割れ販売、②再販売価格維持行為等、③生産・販売制限等、④差別的取り扱い、⑤

抱き合わせ販売等、⑥新規参入阻害のいずれかの行為を行うことが、それぞれ禁止されて

いる。また、「独占的地位」を有する事業者については、これら6つの違反行為類型に加え

て、①顧客にとって不利な条件を課する行為及び②一方的に契約内容を変更または破棄す

る行為が禁止されている。 

 

（3）経済集中（企業結合） 

経済集中（企業結合）について、現行の競争法においては、当事会社の合算市場シェア

が50％超となる場合に禁止されている。また、当事会社の合算市場シェアが30％以上50％

以下となる場合に、VCAに対する事前届け出が義務づけられている。 

経済集中の禁止規定については、次の2つのケースに該当する場合には適用除外が付与さ

れ得る。 

① 当事会社のうちの1社以上について、解散または倒産のおそれがある場合 

② 当該企業結合が、輸出の拡大に効果を有し、または、社会経済の発展、技術発展に

貢献する場合 
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ただし、適用除外を受けるためには、個々の事案ごとに、VCAに申請のうえ、①につい

ては商工大臣、②については、商工大臣を経て首相の決定を得る必要がある（注：2012年5

月現在、経済集中に関し、適用除外の申請が行われ、適用除外が付与された例はない）。 

 

（4）不公正競争行為規制 

ベトナム競争法上の不公正競争行為には、次の10の行為類型が含まれている。 

① 不当表示 

② 事業上の秘密の侵害 

③ 取引妨害 

④ 他の事業者に対する誹謗・中傷 

⑤ 他の事業者の事業活動の妨害 

⑥ 不公正競争を目的とする広告活動（模倣広告、広告における虚偽表示等） 

⑦ 不公正競争を目的とする販売促進活動（おとり景品等） 

⑧ 事業者団体による差別的取り扱い 

⑨ 違法なマルチ商法 

⑩ その他の不公正競争行為 

 

３－２ 競争法・競争政策の執行体制 

３－２－１ VCAの権限と任務 

ベトナム競争法の執行当局としては、ベトナム競争庁（VCA）とベトナム競争評議会（VCC）

の2つの組織が設置されている。 

上記のとおり、ベトナム競争法は、禁止行為を、競争制限行為と不公正な競争行為の2つに分

類しているが、VCCは、このうちの競争制限行為について、VCAの報告に基づき措置を決定す

る機関である。 

一方、VCAは、競争制限行為に係る審査、不公正競争行為に係る審査及び措置の決定を所掌

しており、ベトナム競争法の執行全体において、中心的な役割を担っている。 

 

３－２－２ ベトナム競争法上の事件処理手続き 

ベトナム競争法上の事件処理手続きのうち、競争制限行為に関するものを図に示すと、次の

とおりである（図３－１参照）。 

VCAにおいて調査を開始した後に正式審査に至った事案をVCCに報告すると、VCC委員長は5

人以上のメンバーで構成される裁定委員会を設置し、同委員会が聴聞を実施したうえで、多数

決により当該事案に対する措置を決定する。VCCがVCAより報告を受けてから、30日以内に決

定を行うことになっている。また、企業側は、VCCの決定案に対し、VCC自体へ不服申し立て

を行うことが可能であり、さらに、省級裁判所、最高裁判所への提訴が可能である。 
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図３－１ 競争制限行為に係る事件処理手続き 

 

一方、不公正競争行為については、VCAが独自に調査を行い、決定を行うことができる。事

件の端緒については、競争制限行為と同様、企業等からの申告と、VCAの独自の探知のと2種類

申告 または 探知 

予備審査 

正式審査 

裁定委員会による聴聞 

裁定委員会による決定（案） 

不服申し立て 

判決 

競争庁 

競争評議会

省級裁判所 

30日以内 

180日以内（60日以

内、2回まで延長可

能） 

訴訟提起 

30日以内 

判決 

最高裁判所 
上告 

決定 30日以内 

30日以内 
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が存在している。端緒に基づき予備審査を行い、違反行為の存在が推認される場合、正式審査

が実施される。正式審査の結果、違反行為が認められた場合には、VCA長官が違反行為者に対

する制裁金の賦課等を内容とする決定を行う。不公正競争行為に係るVCA長官の決定について、

相手側は、商工大臣、さらに、裁判所に対し、不服申し立てを行うことが可能である（注：2012

年5月現在、不服申し立てが行われた例はない）。 

 

３－２－３ VCA及びVCCの組織と業務 

（1）VCA 

VCAは、当初2004年1月に競争法の制定に先立ち設立された商工省傘下の機関であり、そ

の名称をVietnam Competition Administration Department（VCAD）としていたが、法施行後の

2009年7月、法執行力をもつVietnam Competition Authority（VCA）へ名称変更した。 

VCA長官は、商工大臣の指名に基づき、首相により任命される。VCAには、長官の下、3

名の副長官、競争制限行為審査課、競争政策課、不公正競争行為審査課、消費者保護課、

貿易救済課、国際協力課の6課、情報センター、審査官研修センターの2センター、総務室、

ホーチミン及びダナンの2地方事務所が置かれている（図３－２参照）。 

VCAは、競争法の執行のほか、消費者保護法の執行及び貿易救済措置の実施も併せて所

掌している。 
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出所：VCAのベトナム競争法パンフレットに基づき、五十嵐専門家が作成した図に、今回のヒアリング情報を組み合わせ

て作成。 

 

図３－２ VCA組織図（2012年5月現在） 

 

（2）VCC 

VCCは、競争制限行為について措置を決定する機関であり、2006年7月に、VCA同様に商

工省の傘下に設立されている。 

VCCのメンバーは、11名以上15名以内と規定されており、商工大臣の指名により、首相

が任命する（第53条）。また、VCC委員長は、メンバーのなかから首相が任命する（第54条）。 

なお、現在のメンバーは、2011年に任命された第3期メンバー15名であるが、委員長以下

すべての委員が各省庁等の高官ポストとの兼任となっている（表３－１参照）。 

また、VCCの下には、事務局（人員数5名程度）が置かれている。 

 

競争制限行為審査課 

（9人、うち審査官3人） 

競争政策課 

（7人、うち審査官3人） 

不公正競争行為審査課 

（7人、うち審査官3人） 

消費者保護課 

（12人、うち審査官2人） 

貿易救済課 

（14人、うち審査官5人） 

国際協力課 

（8人、うち審査官2人） 

競争情報センター(CCID)

（12人、うち審査官0人）

総務室 

（16人、うち審査官5人） 

審査官研修センター(CTI)

（2人、うち審査官0人） 

ホーチミン事務所 

（6人、うち審査官1人） 

ダナン事務所 

（1人、うち審査官0人） 

副長官 
Mr. Tran Anh Son (Competition Law Enforcement) 

Mr. Nguyen Phuong Nam (CCID and Consumer Protection) 

Mr. Vu Ba Phu (Competition Policy and Trade Remedy) 

＊VCAの人員数は、2012年5月現在98人、うち審査官は28人。 

長官及び副長官は審査官資格有り。 

長官：Mr. Bach Van Mung 
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表３－１ VCCメンバーの各省庁等におけるポスト（2012年5月末現在） 

1 委員長 商工副大臣 
2 副委員長 財務副大臣 
3 司法副大臣 
4 委員 商工省事務次官 
5 計画投資省サービス経済局長 
6 商工省輸出入局長 
7 商工省国内市場局長 
8 運輸省法務局長 
9 司法省経済・民事法局次長 

10 建設省計画財務局次長 
11 財務省法務局長 
12 ベトナム国家・法研究所長 
13 農業農村開発省法務局長 
14 商工省市場管理庁副長官 
15 商工省法務局長 
出所：VCCへの確認内容に基づき、五十嵐専門家が作成した表。 

 

３－２－４ VCAの人員と人材育成の現状 

VCAは、2008年に70人であった職員数が、2011年8月末段階で93人14となっており、この3年間

に約33％の増加となっている。表３－２では、2011年末段階で99人になっており、更に増員さ

れていることが見て取れる。職員数の年ごとの状況については、表３－２に見られるように、

順調に増員している。 

 

表３－２ VCA職員数の推移 

年 2008年 2009年 2010年 2011年 
職員数 70名 85名 92名 99名 
出典：VCA Brochure 

 

一方、2008年の事前評価報告書を参照すると、当時の職員数は全体で60人であり、うち審査

官が22人となっている。今回の調査では、2012年5月現在、全体職員数が98人であり、うち審査

官が28人となっている（図３－２参照）。2008年からの伸び率で考えると、全体数が63％なのに

対して、審査官数の伸び率が27％にとどまっており、VCA職員数の増加が主に新卒者らの新規

採用によっていることがうかがわれる。これについて、審査官になるためには、VCA内外での

実務経験が5年以上あることが条件となっており、今後、現在の若手職員を確実に実力を有する

審査官に養成していく必要性がある。 

別の角度からの視点では、ベトナム国内の高騰するインフレを沈静化させるために、政府が

VCAに配分する運営予算が2011年度には大幅に縮小されたが、2010年から2011年にかけての

VCAの職員数増加は、前年同時期と同じレベル（7人）を保っており、運営予算の縮小幅に比較

して人員規模の増加傾向は維持された。この点から、競争法に対するベトナム政府の優先度が

見て取れる。 

人材育成については、今回の調査による聞き取りからは、新入職員に対する訓練プログラム

                             
14 五十嵐收「ベトナムにおける競争政策の動き」（『公正取引』No.732（2011年10月））より。 
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は存在するものの、包括的な人材育成プログラム（モジュール）といったものができておらず、

その都度必要に応じて、経験のある職員が講師となって人材育成を行っていることが明らかと

なった。しかし、審査官向けトレーニングの講師となれる職員数は限られており、重要な案件

を抱えている間にVCA内のトレーニングの講師になる時間的余裕が取れないといった問題もあ

り、VCAによる独自の人材育成はまだ多難な状況である。これを実質的に補うものとしては、

JICA長期専門家と短期専門家の派遣、また本邦研修へのVCA職員の派遣による、VCAの人材育

成プログラムを挙げることができる。これまでの延長フェーズ中、短期専門家派遣を5回実施、

本邦研修を3回実施した。 

これらのJICA支援による研修は、今後も一定程度必要な内容だとみられる。一方で、VCAの

長期的な人材計画も踏まえたうえで、研修プログラムを自立して構築していくための支援を実

施していく必要があるとみられる。 

 

３－２－５ 他国の競争当局との協力状況 

競争法に関してベトナム政府は、日本以外のドナーからの主な支援としては、スイス政府か

らの協力を受けた。スイス政府からの協力は、スイス連邦競争委員会（Competition Commission：

COMCO）の全面的協力により行われた。またVCAは、米国とオランダの競争当局からも支援を

受けた。さらに、韓国政府とロシア政府との二国間関係もある。貿易救済では、韓国と米国、

消費者保護では、日本、米国、そしてオランダと二国間関係を得ている。 

それ以外では、ASEAN諸国の競争当局（ASEAN Experts Group on Competition：AEGC）に人

材を派遣した経験をVCAは有している。ASEANでは2015年までに経済圏を統合するという計画

があり、その目標達成のため、2015年までにASEAN全域で競争法を発効して執行する計画を立

てている。ベトナム以外に、インドネシア、タイ、マレーシア、シンガポールに競争法がある

が、他のASEAN諸国ではまだ制定されていない。既に競争法がある国がお互いの経験をシェア

し、法律のない国に支援するという協力である。ベトナムは、将来、ラオスとカンボジアにVCA

職員を長期専門家として派遣する計画がある。AEGCによる計画どおりなら、2012年末から2013

年にかけて専門家を送る計画である。ASEAN諸国内で競争法をもっている国同士の交流もあり、

シンガポール等にVCA職員を派遣している。 

このほか、VCAは、アジア太平洋経済協力（APEC）競争政策・競争法グループ（Competition 

Policy and Law Group：CPLG）、国際競争ネットワーク（International Competition Network：ICN）、

消費者保護及び執行のための国際ネットワーク（ International Consumer Protection and 

Enforcement Network：ICPEN）のそれぞれメンバーで、経済協力開発機構（OECD）によるグロ

ーバル競争フォーラム（Global Competition Forum：GCF）のフレームワーク下の活動にも参加し

ている。 

 

３－３ 競争法・競争政策の審査・調査及び執行の状況15 

３－３－１ 競争制限協定 

2011年版のVCA年次報告では、現在審査中の事案として、屋根材の事業者団体のメンバーが

同製品の販売価格を決定した事案、また、特定の省の学童用傷害保険について複数の損害保険

                             
15 本節の内容は、主に五十嵐收「ベトナムにおける競争政策の動き」（『公正取引』No.732（2011年10月））を参照している。 
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会社が共同して保険料を決定した事案が紹介されている。いずれの事案についても結論には至

っていないものの、今後、VCCに送付され、措置がとられる予定である。このように競争制限

行為の審査も一定程度進んでいる状況が見て取れる。 

今回の調査において競争制限行為審査課のヒエン課長によれば、「従来、カルテルの摘発は、

かなり明確な証拠に基づいた場合のみ摘発してきている。企業はそういう情報を秘密にするの

で、今後はそのような情報を獲得することは難しくなると考えている。他の国と同様に、リニ

エンシー・プログラムを活用して摘発しないと、カルテルを摘発するのは難しくなると考えて

いる」とこれまでの経過と将来の見通しについて説明した。摘発が困難になるカルテル事案を

積極的に発掘していくためにも、リニエンシー・プログラムの導入を含む法改正の早期の実現

が望まれる。 

 

３－３－２ 市場支配的地位・独占的地位の乱用 

支配的地位の乱用の適用を受けた案件で大きな影響があったものとしては、2009年7月にVCC

による決定が出された、ベトナム航空の100％子会社であるVietnam Aviation Petroleum Company 

（Vinapco）の事案である。この事案は、Jetstar Pacific Airlineに対してジェット燃料の供給を拒

否したことにより発生したもので、VinapcoはJetstarが燃料代の支払いを行わなかったことを燃料

供給拒否の理由とした一方で、Jetstarは燃料代の値上げが不当であるとして、この行為が競争法

の独占的地位の乱用に相当すると訴えた。VCCはVCAによる審査結果を受けて、Vinapcoの行為

は独占的地位の乱用に当たるとして制裁金を課す決定を下した16。この事案により、ベトナム競

争当局が公平な市場の監督を実施しているとのアナウンスメント効果を高めたものとみられる。 

 

３－３－３ 経済集中（企業結合） 

2011年のVCA年次報告書には、2つの事例について紹介されている。1つは、製紙関係企業の

HAPACO HAI AU社とHAPACO YEN SON社が、株式交換により、HAPACO GROUP社に統合され

るとの届け出について検討を行った結果、関連市場における当事会社の合算シェアからみて競

争法の規定に違反せず、また、HAPACO GROUP社は既に他の2社の株式の過半を保有している

ことから、本件統合は市場環境に重大な影響を与えるものではないと結論づけて、問題なしと

回答したというもの。もう1つは、不動産、ホテル及びレジャー産業を運営するVINPEARL社が、

株式交換により、VINCOM社に統合されるとの届け出について検討を行った結果、関連市場（不

動産市場、ホテル・レジャー産業市場）における当事会社の合算市場シェアからみて市場への

影響はないと判断して、問題なしと回答したという事例である。これらから、経済集中に係る

当事会社からVCAへの届け出、VCAによる調査の状況が示されている。 

 

表３－３ 競争制限行為にかかわる措置件数 

 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 
審 査 0 1 1 1 1 2 
決 定 0 0 0 1 2 0 
出所：2011年VCA年次報告 

                             
16 JICA『ベトナム国競争法施行、競争政策実施キャパシティ強化プロジェクト終了時評価調査報告書』（2010）p.15より。 
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３－３－４ 不公正競争行為 

不公正競争行為について、2006年から2011年までの各年度における執行状況は、表３－４の

とおりであり、執行件数が顕著に増加しているものと認められる。 

最近の事件において、世間の関心を集めたものとしては、例えば、ハッピーショッピング社

事件が挙げられる17。同事件は、誇大広告に関するもので、同社が販売していた化粧品の広告内

容が、当局に事前に登録されていた内容と異なっていたというものである。しかも、この広告

は、複数のテレビ局において、テレビ・コマーシャルとして継続して放送されたため、同社が

販売していた化粧品の効能・効果について消費者に誤認させることとなった。そのため、VCA

は、同社にこの広告を中止させるとともに、4,500万ドンの罰金を課した。 

 

表３－４ 不公正競争行為に係る措置件数（2006年～2011年） 

 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
審 査 0 4 12 14 28 36 
不当表示 0 1 1 0 1 0 
他の事業者に対する誹謗・中傷 0 1 0 4 1 2 
他の事業者の事業活動の妨害 0 0 1 0 0 0 
不公正競争を目的とする広告活動 0 0 0 5 20 33 
不公正競争を目的とする販売促進活動 0 0 0 2 2 0 
違法なマルチ商法 0 2 10 3 4 1 

出所：2011年VCA年次報告 

 

                             
17 VCA, 2011 Annual Report, Vietnam Competition Authority. p.19. 
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第４章 VCAの執行上の課題とわが国の支援のあり方 
 

４－１ 先行案件の成果と状況 

先行案件の成果と状況については、先行プロジェクト案件のPDMにおける指標を確認する必要

がある。 

    

（1）上位目標の指標の達成状況 

前章、表３－３及び表３－４に示されるように、競争制限行為にかかわる措置件数と、不

公正競争行為に係る措置件数を見てみると、2006年から2011年までの状況で一定程度の進展

があったとみることができる。競争制限行為に係る措置件数は、多いといえるほどの件数に

達しているとはいえないが、現行法下でのVCCの存在による手続きの複雑化や、職員のキャ

パシティレベル等から考慮して、成果が不十分と断じる状況ではない。むしろ、以下の表に

見られるように、端緒処理件数の増加が競争制限行為の分野においても確実に増加傾向にあ

ると見て取れることから、現状の数値は正の成果を示すものとして妥当なレベルと考えるべ

きであろう。 

 

表４－１ 競争法違反被疑事件に係る端緒処理件数（2006年～2011年） 

 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
競争制限行為 5 2 7 10 13 10 
不公正競争行為 7 13 14 59 66 88 

合 計 12 15 21 69 79 98 
出所：VCA Brochure 

 

上位目標の指標として示されている「社会における認識レベル」の向上については、詳細

な調査が実施されるのが今後になるので、その実施と分析を待つ必要がある。一方で、2011

年7月31日に、ベトナム政府首相が、2011年から2020年までの社会経済開発を成功させる3つ

の戦略の1つとして、公平な競争環境の構築を挙げていることから、政府部内においてはかな

りの程度、競争法についての認識レベルは高まっているものとみることができる。他方、今

後、社会における競争法の認識レベルを向上させていくうえでも、競争法の適切な方向に向

けた早急な改正が求められている。 

 

（2）プロジェクト目標の指標の達成状況 

プロジェクト目標についての指標である、競争違反ケースの調査・摘発は、上述の上位目

標の指標と同じである。一方で、競争政策の提言については、2010年から2011年の間には、

薬品、小売り、保険、航空、肥料、セメント、銀行、ガソリン、建材、映画、その他、合わ

せて17セクターについて政策提言のために研究を行った。前回終了時評価時には8つの産業セ

クターへの政策提言を行ったとあるので、一定程度の進展がみられたといえる。 

次に、プロジェクト目標の指標3の「VCAの組織、スタッフ、予算のトレンド」についてで

は、職員数の増加状況については、表３－２で示したとおり、順調に増加している。一方で、

予算額の推移については、表４－２で見られるとおり、職員数同様に順調な予算の増加を受

けている。2010年から2011年にかけては、ベトナム国内の深刻なインフレ状況に対応するた
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めにベトナム政府の全部門での予算削減が行われた影響によるものである。したがって、ベ

トナム政府における競争法の優先順位が下がったための予算削減ではない。 

したがって、この2つの指標について目標をほぼ達成したと判断することができる。 

 

表４－２ VCA予算額の推移 

（単位：10億ドン） 

年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 
予算額 7 9 16.5 19 14.9 
出所：VCA Brochure 

 

（3）アウトプットの指標の達成状況 

先行案件のアウトプットは、「成果１．VCAの審査機能の向上」と「成果２．競争政策及び

競争法に関する知識が政府、企業、消費者及び学会に広がる」の2点ある。 

成果１については、VCA側の自己評価としては、目標は十分に達成されたとみている。2010

年7月1日以降のPDMは、それ以前のPDMを踏襲しているものの、アウトプット指標に関して

は2010年6月末日までの目標であるため、大まかに同様の方向性をもった内容で運用されてき

たと理解されるのが妥当である。VCA国際協力課に対する聞き取りでは、成果１に関しての

具体的指標データは、各事案の調査にかかる時間が短縮していることを挙げている。その内

容は、2007～2008年時には1つの調査事案の処理に2年かかっていたものが、現在では同様の

案件処理に1年間で対処できるようになったということを挙げている。これは、VCA職員の質

的な能力向上を示すものとして重要なデータだといえよう。また、表４－１に見られるよう

に、処理案件数が増加しているということも、VCA職員の能力が向上していることを示すひ

とつの成果になっているといえる。これらの指標から、成果１のアウトプットに関して、目

標は達成されたという評価がなされる。 

次に、成果２についてであるが、主にアドボカシー活動の成果指標だといえる。これに関

してVCA国際協力局では、目標については、ほぼ達成としつつ、都市部での企業からの反応

が高いのに対して、地方部からの企業の反応が十分でなかったという感触から、まだ改善の

余地があるものと評価している。活動実績としては、2010年7月以降現在まで、政府関係者へ

のアドボカシー活動が合計4回、地方部を含めた企業や一般国民向けアドボカシーセミナーが

合計9回、またパンフレットや年報、ブレッティンの発行が合計3部、また分野別研究が3つ行

われたとしている。現状では、2009年に実施された「Report on Results of the Research and Survey 

on Community’s Awareness Level about Competition Law」の後継調査が行われていないので、詳

細は不明であるが、VCA国際協力課は2013年までには同様の調査を実施する予定としており、

次期プロジェクトにおけるベースラインとして信憑性の高い調査を実施することが求められ

る。全体としての競争法についてのアドボカシーの成果としては、地方部での企業の反応が

まだ期待したほどではないとの現状から、改善の余地はまだあると評価されるものの、上記

のように、都市部を中心に企業からの申告や反応が増加していること（表４－１参照）、また

政府上層部における認識が向上していることから、十分な成果が上がっていると評価するこ

とができる。以上のことから、成果２については、目標をほぼ達成したと評価づけされよう。 
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４－２ 競争法改正の準備 

ベトナムにおける立法は、法の施行から5年後をめどに、法の執行状況を踏まえて、法改正が必

要かどうかについて担当政府機関が評価書を作成することになっている。2005年7月1日に施行さ

れた競争法については、2010年6月で満5年を迎え、同年、VCAは、同法の改正が必要との評価書

を取りまとめ、商工大臣及び司法大臣あてに提出している。 

一方、現在、VCAにおいては、競争法改正のための報告書を作成中であり、内容的にはほぼ完

成しており、今回の調査ミッション中に報告書のドラフトを確認した。報告書全体としては、350

ページ程度を予定しており、かなりの大部になる。この報告書の策定は、JICA長期専門家（五十

嵐専門家）による全面的な指導の下に行われており、内容の質の面で非常に高いものになってい

るということができる。 

五十嵐専門家によれば、本報告書の作成は、2010年8月から現在まで約1年9カ月を費やしている

という。原案はVCAの担当官側が作成し、五十嵐専門家がそれに対しコメントするというプロセ

スを経ることにより、VCA側との間で問題点に係る理解を適切に行ってきたとのことである。 

五十嵐専門家による説明18によれば、主に以下の点についての法改正を行う方向性で、VCA側と

合意しているとのことである。 

 

（1）競争制限協定 

現行法下の競争制限協定に係る問題点としては、主に3つある。1つは、国際的に厳罰化の

方向にある行為類型の取り扱いが、錯綜している点である。具体的には、価格カルテル、生

産・販売数量の制限、市場分割及び入札談合の4つの行為類型については、「ハードコア・カ

ルテル」として、国際的にみて厳罰化の方向にあり、米国、欧州連合（EU）等においては、

「当然違法」の行為類型とされているところ、これに照らして、ベトナム競争法では、「当然

違法」の行為類型とシェア30％要件が課されている行為類型の区分が錯綜しているといえる。 

2つ目の問題点は、ベトナム競争法では、違反行為類型が限定列挙されているため、違反行

為類型と同様の反競争効果をもたらしているにもかかわらず、違反行為類型に該当すると読

みきれないために、競争法の規定を適用できないケースが生じるおそれがあるという点であ

る。 

3つ目の問題点としては、市場に対するインパクトが十分でない場合でも、形式的なシェア

基準のみで違反とされるおそれがあるという点である。シェア30％要件については、行為者

の合算市場シェアが同じ場合であっても、競争者のシェア・供給余力、取引相手の購買力の

大きさ等の要因により、その市場における影響力は異なるものであり、対市場効果の要件と

して、一律に合算市場シェア30％以上としていることは適当でないと考えられる。 

これらの点をまとめると、競争制限協定に関する法改正の方向性としては、主に以下の3点

が挙げられる。 

① 競争制限的協定として規定された8類型をハードコア・カルテルに該当する行為類型と

非ハードコア・カルテルに該当する行為類型に再整理する。 

② そのうえ、ハードコア・カルテルについては当然違法とし、非ハードコア・カルテル

については、対市場効果の要件を市場シェアベース（シェア30％以上）から「関連市場

                             
18 五十嵐收「ベトナムにおける競争政策の動き」（『公正取引』No.732（2011年10月））より。 
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における競争を実質的に制限すること」といった市場支配力ベースの要件に変更する。 

③ リニエンシー・プログラムを導入する。 

 

（2）市場支配的地位・独占的地位の乱用 

ベトナム競争法における市場支配的地位の乱用規制に関する問題点は、主に2つある。 

1つは、市場支配的地位の定義規定が適当でない点である。すなわち、「市場支配的地位」

の定義規定のうち、市場シェアによる要件については、行為者の市場シェアが同じ場合であ

っても、競争者のシェア・供給余力、参入、取引相手の購買力の大きさ等により、その市場

における影響力は異なるものであることから、「市場支配的地位」の定義規定として、一律に

シェア30％以上等としていることは適当ではない。また、「競争を実質的に制限する能力を有

する場合」との要件については、政令2005年116号により示された判断基準は不明確であり、

実際の法適用において役に立っていない。 

2つ目の問題点は、ベトナム競争法では、市場支配的地位の乱用についての違反行為類型を

限定列挙しているため、規定された行為類型と同様の反競争効果をもたらしているにもかか

わらず、規定された行為類型に該当すると読みきれないために、法律が適用できないケース

が生じている点である。例えば、現行規定では、再販売価格維持行為は禁止されている一方、

役務提供の主要な要素となる商品を販売する事業者が、取引先である事業者が提供する役務

の価格を拘束するといった行為は、違反行為類型にカバーされていない。 

これらの点をまとめると、支配的地位の乱用に関する法改正の方向性としては、主に以下

の3点が挙げられる。 

① 「市場支配的地位」の定義規定について、市場シェアベース（シェア30％以上）から

「関連市場における競争を実質的に制限する能力を有する場合」といった市場支配力ベ

ースの規定に変更する。 

② 上記①の「市場支配的地位」の定義規定の変更に伴い、独占的地位を有する事業者に

対する特有の禁止規定を廃止する。 

③ 違反行為類型について、行為の性質・効果に着目して、一般条項化を図る。 

 

（3）経済集中（企業結合） 

企業集中/企業結合規制の問題点としては、主に3つの側面での問題がある。1つは、現行法

の規定が当事会社の市場シェアのみに基づく形式的基準となっているので、反競争効果につ

いて実質的な判断を求める国際標準に合致となっていないという点である。具体的には、現

行法は、関連市場におけるシェア50％超で一律に禁止している。そのため、当事会社のシェ

アのほか、競争者のシェア・供給余力、輸入、参入、隣接市場からの競争圧力、取引相手の

購買力等を勘案したうえで、当該企業結合によって、当事会社が市場支配力を形成、維持、

強化する場合に問題にするとの国際標準から逸脱している状態になっているのが問題である。 

2つ目は、適用除外の規定内容が明確でないという問題である。 

3つ目は、経済集中に係る届け出規定が市場シェアベースとされている問題である。関連市

場の画定は、企業結合審査の結論として行われるべきものであるところ、現行法により、当

事会社に届け出段階で関連市場の画定を求めていることは、事業者に加重な負担を課してい

るといわざるを得ない。 
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一方、これに対し、VCAの所見としては、従来、本来届け出が行われるべき事案について

も、関連市場が画定できず、ゆえに、当事会社の合算市場シェアが不明であることを理由に、

届け出が履行されなかった事案が存在した。 

さらに、法制的な見地からは、市場シェア50％超が禁止基準にもかかわらず、市場シェア

30％以上50％以下の事案について届け出を求めていることは、本来禁止されるおそれがない

事案について届け出を求めていることとなり、規定として不合理であるといえる。 

これらの点をまとめると、経済集中/企業結合に関する法改正の方向性としては、主に以下

の3点が挙げられる。 

① 実体規定（禁止要件）について、市場シェアベース（シェア50％超での一律の禁止）

から、「関連市場における競争を実質的に制限することとなる場合」といった市場支配力

ベースの要件に変更する。 

② 上記①に伴い、適用除外規定を廃止する。 

③ 届け出基準について、事業者に対する明確性の観点から、市場シェアベース（シェア

30％以上50％以下）から国内売上高ベースの基準に変更する。 

 

（4）不公正競争行為 

不公正競争行為については、審査・措置件数が着実に増加してきていることもあり、競争

制限行為と比較して、相対的に小幅な改正内容を検討している。 

具体的には、不公正競争行為に係る法改正の方向性としては、以下の2点が挙げられる。 

① 多層式販売行為について、競争法の規定から削除する。 

② それ以外の行為について、これまでの執行経験を踏まえ、必要に応じて違法性要件を

変更する。 

 

（5）競争当局のあり方 

ベトナムにおける競争当局のあり方の課題としては、競争制限行為に係る審査、不公正競

争行為に係る審査・決定を行う機関であるVCA、競争制限行為に係る決定を行うVCCが、共

に商工省の傘下に位置づけられている状況であり、十分な独立性が担保されていないことに

加えて、以下の3つの課題が指摘されている。1つは、VCAによる1年近くにわたる競争制限行

為についての記録及び証拠は膨大であり、30日以内の聴聞期間内ではVCC委員に十分な検討

を行う時間がないという点。2つ目は、VCC委員は全員兼任（表３－１参照）であるため、VCC

委員に各事案の細かな内容まで理解する時間と能力に限りがある点。3つ目は、VCC事務局の

能力が十分でなく、各事案について、VCAの審査結果を評価したり、裁定委員会のメンバー

に対し専門的な助言を行うことができないという点である。 

これらの点をまとめると、競争当局のあり方に関する法改正の方向性は、以下のとおりで

ある。 

○ VCAとVCCを統合し、商工省等の省庁から独立した委員会制度による新たな競争当局

を設置する。 
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４－３ VCAの審査機能 

審査機能に関しては、先行プロジェクト案件のアウトプット１でもみられたように、先行プロ

ジェクトで想定した審査機能強化は十分に達成されたとみることができる。一方で、この成果は、

JICA長期専門家がVCA内に常駐して、審査機能の向上についての各種トレーニングやセミナーの

実施において中心的な役割を果たしたことによる理由が大きく、VCA側からもJICA長期専門家の

引き続きの派遣を求めている。審査官研修センター（CTI）に対する聞き取り調査でも明らかにな

ったように、VCA側が独自に審査官向けのトレーニングを実施しそれを維持していくだけの能力

が依然として不足している。現状では、新入職員に対する訓練プログラムは存在するものの、包

括的な人材育成プログラム（モジュール）といったものができておらず、その都度必要に応じて、

経験のある職員が講師となって人材育成を行っている。しかし、審査官や調査員として講師とな

れる職員数は限られており、重要な案件を抱えている間にVCA内のトレーニングの講師になる時

間的余裕が取れず、現実問題としてVCAによる独自の人材育成はまだ多難な状況である。 

さらに、現在検討されている競争法の改正に伴って、新たに審査官向けのトレーニングの内容

を修正していく必要がある。これは、法改正の方向性が明確になりつつあるので、ある程度の折

り込みは可能であると考えられるが、最終的な立法は国会が行うものであり、改正法の成立後に

新たに確認すべき点も出てくる。したがって、次期プロジェクトにおいては、法改正前の段階で

の見込みによる訓練プログラムの作成と、実際に法改正が成立した後に最終調整を行う必要が出

てくるものとみられる。 

これらのJICA支援による研修は、今後も一定程度必要であることは間違いない。それと同時に、

VCAの長期的な人材計画も踏まえたうえで、研修プログラムを自立して構築していくための方策

を検討していく必要があるとみられる。次期プロジェクトにおいては、VCA全体としての研修プ

ログラム及び研修マニュアルを策定し、それをVCAが独自に維持・発展させていくための能力を

身に着けるような活動が求められる。また、法改正を視野に入れた研修プログラムの修正を、法

改正前と法改正後に適切に行う作業を、次期プロジェクトの活動の中に織り込んでおく必要があ

る。 

 

４－４ 競争法に関する知識の啓発・普及 

競争法に関する知識の啓発・普及に関しては、先行プロジェクト案件のアウトプット２でもみ

たように、先行プロジェクトで想定した目標はほぼ達成したと評価できる。一方、今後の課題と

しては、地方部への競争法・競争政策の更なる啓発・普及という点と、法改正が行われた後に、

改正された点について、改めて都市部の大企業等へ周知する必要がある点、できるだけ早期に法

改正を実現するうえでも、ベトナム政府内の他省庁に対するアドボカシーを進展させる必要があ

る点が挙げられる。 

したがって、次期プロジェクトにおける方向性という観点では、①地方部への競争法・競争政

策の更なる啓発・普及、②改正法成立後の都市部における改正内容の周知、③ベトナム政府内の

他省庁に対する競争法・競争政策の啓発・普及について、バランスの取れた適切なアドボカシー

戦略を構築し、実施可能な形での活動計画を策定して、着実にそれを実施することが求められる。

他方、これらは、現在のVCAの人員体制で簡単に実施できることではないため、わが国から支援

していく必要がある。 
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４－５ 人材育成制度の構築（研修センター、カリキュラム） 

人材育成に関するVCAの課題は、VCAの職員数全体に比較して、審査官の養成の伸び率が十分

でないという点とみられる。また、包括的な人材育成プログラムあるいはモジュールといったも

のが完成しておらず、その都度必要に応じて、経験のある職員が講師となって人材育成を行って

いる。 

審査官の養成の伸び率が十分でない理由は、VCAが新卒者らを中心に職員の新規採用を行って

いる一方、審査官として認定されるためにはVCA内外での5年間の勤務経験という条件があるため

であるとみられる。これは、言い換えると、一定期間が過ぎれば順次審査官として認定されてい

くことを意味するが、同時に、質的な面での職員のトレーニングは常に必要である。 

したがって、VCAの人材育成に関するわが国の支援の方向性は、現在のトレーニングのニーズ

に応えつつ、VCAの長期的な人材計画も踏まえたうえで、研修プログラムを自立して構築してい

くための能力向上を支援することであろう。それに付随する、研修プログラムの作成や研修資料

の作成といったことも含まれる。 

 

４－６ 関連ドナーによる支援動向（実績、予定プログラム等） 

競争法に関してベトナム政府は、日本以外のドナーからの主な支援としては、スイス政府から

の協力を受けた。スイス政府からの協力は、2007年7月から2011年5月にかけて実施され、90万ス

イスフラン（CHF）の総予算が投入された。プロジェクトは、VCAの能力構築支援と、競争法の

ベトナム国内外の認知度の向上を目的とし、スイス連邦競争委員会（COMCO）の全面的協力によ

り行われ、また活動の一部は非政府組織（NGO）であるCUTS Internationalが請け負う形で実施さ

れた。プロジェクト全体としては一定の成果を上げたとしてスイス政府は自己評価しているが、

COMCOの担当者によるプロジェクト運営については十分効率的でなかったとして厳しい評価を

下している。 

スイス政府からの支援以外の協力プログラムでは、VCAは米国とオランダの競争当局から支援

を受けた。スイスのプロジェクトはJICAの支援と同じような技術支援といえるが、米国とオラン

ダからの支援は、専門家が短期で来て、またVCA側からスタッフが米国及びオランダを訪問して

研修するというものである。 

スイス政府は、2012年より次期新規プロジェクトの形成を行っており、VCA側との協議に近々

入るものとみられるが、まだその具体的な活動内容については明らかになっていない。一方で、

VCAとの関係の深さでは、JICAが最も枢要な関係構築に成功しており、スイス側からはJICAが中

心となってドナー側の調整を行うのが良いのではないかとして、本調査期間中のスイス側との面

談の折に示された。JICA側としては、今後のJICAによるVCA支援事業の展開の中身を念頭に置き

つつ、検討していく必要があるものとみられる。 

 

４－７ わが国の支援のあり方 

以上の、先行プロジェクト案件からの課題の抽出からは、今後のわが国支援のあり方について

以下のような点が指摘される。 

（1）競争法改正については、できる限り早期に立法されるように、VCA側に対する支援を行う

必要がある。これは、法改正自体の重要性とともに、効果的なアドボカシーを行ううえでも

重要な点だといえる。わが国の支援は、これらの点を実現するべく、長期専門家による継続
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した支援が考えられる。 

（2）審査能力強化については、当面は、これまでと同様の審査官への訓練機会の提供を、JICA

長期専門家、短期専門家、また本邦研修を効果的に組み合わせることで実施していく必要が

ある。一方で、今後のVCAの自立的な発展に向けて、全般的な人事計画を踏まえたうえでの

研修プログラム（モジュール）の構築と研修資料の作成を支援する必要がある。わが国の支

援は、既存の訓練機会を継続し、また将来の研修プログラムと研修資料の作成に向けて、長

期専門家及び短期専門家を組み合わせつつ支援を提供することが考えられる。 

（3）アドボカシーに関しては、法改正の前後のタイミングを考慮しつつ、都市部と地方部にお

けるアドボカシーのバランスや内容を含む全体戦略を策定する必要がある。そのうえで、財

政的人的資源の制約の中で最も効果的な活動を実施するように工夫するべきである。わが国

の支援は、主に長期専門家によるアドボカシー戦略立案への支援と、実際の活動への選択的

資金援助ということが考えられる。 

（4）これ以外の点については、同じく競争法について関心をもっているスイス政府、及び有力

なNGOとしてVCAと積極的に協働活動を展開しているCUTS International等のドナーやステー

クホルダーと、JICA側の情報共有を深めることが、今後の支援活動のより効率化を促進する

ものになるとみられる。 
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第５章 プロジェクトの概要 
 

５－１ プロジェクトの基本計画 

既述の背景理由から、次期プロジェクトの基本計画については次のようなものにすることで、

ベトナム政府側と合意を得た。 

 

案件名 競争法改正、施行能力強化支援プロジェクト 
Project for the Improvement of Legal Framework for Competition Law and 
Policy 

相手国実施機関 商工省 競争庁 
Vietnam Competition Authority, Ministry of Industry and Trade 

協力期間 2012年7月～2016年6月（4年間） 
上位目標 ベトナムにおいて、公正な市場競争が創出される。 

 
指標： 
・競争法・競争政策の専門家によって包括的に第三者評価される、執

行活動の効果度合い及び処理された競争制限行為事件数等の活動

度合い 
プロジェクト目標 VCAの執行活動が効果的に実施される。 

 
指標： 

1. 競争制限行為事件の端緒処理件数、審査件数、決定件数 
2. 不公正競争行為事件の端緒処理件数、審査件数、決定件数 
3. 上記競争事件の違反者に課された課徴金額 
4. 経済集中に係る事前レビューの実施件数 

成 果 1. 競争法・競争政策を強化する内容の改正競争法及び下位法令草案が完
成する。 

2. VCAの審査能力が、改正競争法と下位法令を審査業務に効果的に取り
込むことができるレベルにまで、強化される。 

3. 競争法・競争政策に係る知識が、ベトナム全国において、戦略的に促
進・普及される。 

 
指標： 

1-1. プロジェクト・タスクフォース報告書の提言のうち、改正競争法
と下位法令の草案に反映された項目の数・割合 

1-2. 改正競争法及び下位法令の草案の完成 
1-3. 改正競争法及び下位法令案についてステークホルダーからコメ

ントを募るため、プロジェクトによって実施された会議・セミナ

ーの数及びセミナーに参加したステークホルダーの数 
 
2-1. 審査技術の向上のためにVCAの審査官にとって必要と判断され

たすべてのモジュール（VCA内での定例講義や本邦研修、現地セ
ミナーで行われる）のうち、新たに実施された研修モジュールの

数・割合 
2-2. 上記研修モジュールの受講者に実施する、学習度合いに係る自己

評価アンケート調査の結果 
 
3-1. 実施されたアドボカシー・セミナーの数及びセミナー参加者の数
3-2. 上記研修アドボカシー・セミナーの受講者に実施する、学習度合

いに係る自己評価アンケート調査の結果 
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活 動 1-1. 現行競争法と下位法令を分析して、改正競争法と下位法令において

改善されるべき課題点について提言する。 
1-2. 改正競争法及び下位法令の草案を、VCA内部で助言を与えつつ、作

成する。 
1-3. 会議・セミナー等の活動を以下の目的のために実施する。 

－改正競争法及び下位法令案の国会可決を円滑にする。 
－改正競争法及び下位法令案についてステークホルダーと議論し、

法案に対するコメントを募る。 
 

2-1. 競争法と下位法令の改正・施行に伴って新たに必要とされるものも
含めた審査知識と技術に係るニーズ分析を行い、VCAに必要とされ
る研修プログラムを策定する。 

2-2. 改正競争法と下位法令を実践するためにVCAに新たに必要とされ
るものも含めた審査に係るOJTを行い、審査技術を向上させる。 

2-3. VCA内での定例講義や本邦研修、現地セミナーを実施して、審査知
識と技術の向上を図る。 

 
3-1. 効果的なアドボカシーのための戦略と手法に関して、地方の省レベ

ルで必要とされるものと競争法と下位法令の改正・施行に伴って新

たに必要とされるものの双方について、検討・協議する。 
3-2. アドボカシー活動のためのワーキング・グループを組織して、上記

の戦略と手法に基づいてアドボカシー活動（セミナー、フォーラム、

リーフレット等）を実施する。 
投 入 日本側： 

・長期専門家 
・短期専門家（必要に応じて） 
・本邦研修受入れ（年2回程度） 
・在外事業強化費 
・機材供与（必要に応じて） 

 
ベトナム側： 
・カウンターパート配置 
・専門家の執務室の提供 
・VCA職員旅費 

前提条件・外部条件 事業実施のための前提条件： 
・政府が公正な競争の創出のため、競争政策に置いている高い優先順

位や競争法改正への努力に変化がない。 
 
プロジェクト目標達成のための外部条件： 
・執行活動のためにVCAに十分な予算と人員が配賦される。 
・VCAの独立性が維持される。 
・研修を受けたカウンターパートが離職しない。 

 
上位目標達成のための外部条件： 
・公正な市場競争の創出に向けた中長期的な政治的コミットメント及

び国民の支持が維持・強化される。 
実施体制 国内協力機関： 

・公正取引委員会 
 
現地実施体制： 
・プロジェクトディレクター、プロジェクトマネジャー、 テクニカ
ル・カウンターパート 
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５－２ 評価5項目による評価の結果 

５－２－１ 妥当性 

以下の理由より、次期プロジェクトの妥当性は極めて高い。 

・競争法の執行強化はベトナム政府の「国家社会経済開発計画（2006～2010）」の優先政策とし

て8つ掲げられている「主要課題（main tasks）」の3つ目にある、「国際経済への統一の加速」

に含まれるものであり、ベトナムの国家方針と整合性がある。「国家社会経済開発計画（2011

～2015）」は今後中身が詰められていくものとみられるが、国際経済への統一は、継続して重

要な点として挙げられている。 

・わが国の「ベトナム国別援助計画（平成21年7月）」においては、わが国援助の4つの柱の1つ

として「経済成長促進・国際競争力強化」を一番に掲げ、「ビジネス環境整備・民間セクター

開発」を重要分野に指摘している。競争法は、ビジネス環境整備には欠かせない制度であり、

次期プロジェクトとの整合性が非常に高い。 

・また、2003年に合意されて以来継続している「日越共同イニシアティブ」や、2008年に合意

された「日越経済パートナーシップ協定（EPA）」においても、ビジネス環境整備の改善は喫

緊の課題として取り上げられており（第10章、102条）、両国関係の一層の進展に的確に応え

るものである。 

 

５－２－２ 有効性 

以下の理由より、次期プロジェクトの有効性は高いと見込まれる。 

・次期プロジェクトの活動は、実際の活動開始後に具体化される点（立法に向けた支援活動、

アドボカシー活動等）がある。それらの内容が適切に担保されることが高い有効性を確保す

る条件となるが、現在駐在中の長期専門家が当初1年間は現場に駐在見込みで、ベトナム側状

況を深く認識しているため、高い質の内容が実現される見込みが十分にある。以上の状況か

ら、PDMのロジックは具体的であり実現可能な範囲にあるため、有効性は高いと見込まれる。 

・プロジェクト目標の達成の見込みとして、4年程度の期間により、次期プロジェクトの大きな

柱であるVCAの改正法案の作成、トレーニングモジュールの作成、及びアドボカシー戦略の

策定という、3つの重要な点について実現することが見込まれる。この3つの柱が実現するこ

とで、ベトナム競争法が高い有効性をもって実施されることができるようになる。 

・次期プロジェクトの活動によって、PDM上で作成される改正法案が実際に国会を通過して施

行されることになれば、現行法の課題を乗り越えることができ、極めて効果的な競争法とな

り、執行の有効性は飛躍的に高まると見込まれる。 

 

５－２－３ 効率性 

以下の理由により、大きな予算の追加がない限り効率性は高程度と見込まれる。 

・現状でのJICA側投入は、1名の長期専門家と必要に応じた短期専門家の投入であり、また適切

な活動管理が行われることによって、プロジェクトの資金効率性は高いものが実現できる可

能性がある。 

・VCAが既に実施している活動を効果的に利用することで新たな予算支出を抑え、効果的な行

動戦略を立案することにより、効率性の高いプロジェクトの実現が可能になる可能性がある。 
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５－２－４ インパクト 

下記のとおり正のインパクトが見込まれる。 

・次期プロジェクトの各活動によりVCAの能力が強化されれば、ベトナム政府の競争法執行能

力も徐々に向上し、3～5年後には公平な投資環境が実現しているとの信頼性が一定程度高ま

る可能性が見込まれる。 

 

５－２－５ 持続性 

以下の理由から自立発展性は一定程度あると見込まれる。 

【組織・体制面】 

・VCAの動機づけとコミットメントは高く、適切な指導と技術が提供されることで、組織的・

体制的な自立発展性が高まることが見込まれる。ただし、法律の策定が遅れることで、法改

正後のトレーニングに十分な時間が取れない場合に、自立発展性が限定的になる可能性はあ

る。 

【技術面】 

・次期プロジェクトは、VCAの活動の基本となる競争法自体を含めた、組織的な能力全体の向

上をめざしており、技術的に特定のものに依存していない。そのため、専門家が適切に判断

して指導を行うことによって、組織的な自立発展性にとって最も効果的な方向性を実現でき

る可能性がある。 
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